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東海学院大学短期大学部及び東海学院大学の 

公的研究費等の運営・管理及び監査に関する規程 
 

 

（目的） 

第１条 この規程は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

（平成 19年 2月 15 日（令和 3年 2月 1日改正）文部科学大臣決定）に基づき、東海学院大

学短期大学部及び東海学院大学（以下「本学」という。）における公的研究費等の適正な運営、

管理及び監査の実施体制について定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において公的研究費等（以下「公的研究費」という。）とは、国、地方公共団

体又はその所管する独立行政法人等から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究費

並びに受託研究事業又は共同研究事業等の研究費をいう。 

２ この規程において研究者とは、公的研究費に関わる本学の研究者をいう。 

３ この規程において職員等とは、公的研究費の運営・管理及び監査に関わる本学の専任職員、

契約職員、臨時職員をいう。 

 

（責任体系の明確化） 

第３条 本学に、公的研究費の運営等及びその実施体制に係る責任者として、以下の者を置く。 

 （１）最高管理責任者 

 （２）統括管理責任者 

 （３）コンプライアンス推進責任者 

２ 最高管理責任者は、前項に規定する者の他、必要に応じてコンプライアンス推進副責任者

を置くことができる。 

 

（最高管理責任者） 

第４条 この規程における最高管理責任者は、学長とする。 

２ 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。 

３ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針及び不正防止計画を策定・周知するとともに、

それらを実施するために必要な措置を講じる。 

４ 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任をもって公的

研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

 

（統括管理責任者） 

第５条 この規程における統括管理責任者は理事、副学長、事務局長のいずれかのうち1名とす

る。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体

を統括する実質的な責任と権限を持つ。 

３ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針

に基づき、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状

況を最高管理責任者に報告する。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第６条 第４条に規定するコンプライアンス推進責任者は、大学においては学部長または学科

長、短大部においては学科長、研究科においては研究科長とする。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の下に、本学全体における公的研究費の

運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。 

３ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、本学全体における不正防止
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対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。 

４ コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、本学の公的研究費等の運営・管理

に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。 

５ コンプライアンス推進責任者は、本学の構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っ

ているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

６ 統括管理責任者は、コンプライアンス推進責任者を兼ねることができる。 

 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第７条 第３条に規定するコンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を

補佐する。 

 

（研究活動に関するコンプライアンス検討委員会） 

第８条 全学的観点から不正防止計画の推進を図り、本学における公的研究費の運営・管理に

関する事項について審議するため、最高管理責任者の下に、研究費不正使用防止計画推進室

を置く。 

２ 前項の推進室設置に関しては、別に定める。 

 

（規程等の明確化、周知等） 

第９条 統括管理責任者は、公的研究費に係る本学の諸規則の明確化及び統一化を図るととも

に、科学研究費等外部資金学内手続マニュアルを作成し、また必要に応じて改訂し、その使

用ルールを公的研究費の運営及び管理・監査に関わる全ての研究者及び職員等に周知する。 

 

（使用ルール等の遵守） 

第10条 研究者及び職員等は、使用ルール等を遵守しなければならない。 

２ 研究者及び職員等は、使用ルール等の遵守を内容とする所定の誓約書を最高管理責任者に

提出しなければならない。 

 

（研究者及び職員等の意識の向上） 

第11条 最高管理責任者は、研究者及び職員等の公的研究費の適正な使用等に対する意識の向

上を図るために、研究費の使用等に関する説明会、コンプライアンスに関する研修等を毎年

度開催する。 

２ 研究者及び職員等は、前項の説明会及び研修等に参加し、公的研究費の適正な使用等に対

する意識の向上に努めなければならない。 

 

（公的研究費の運用・管理に関する相談窓口） 

第 12条 公的研究費の規程及び事務処理手続き等のルールに関する学内外からの相談窓口は、

教務課教育研究支援担当係とする。 

 

（公的研究費の管理） 

第13条 公的研究費の管理は、原則として、研究者に代わり事務局が行う。 

２ 事務局の担当する業務内容及びその所管は、次の各号の定めによる。 

 （１）公的研究費の全般的な管理、執行依頼の受付、執行内容の確認、執行手続及び契約等

は、研究者の申請に基づいて、教務課教育研究支援担当係が行う。 

 （２）国内出張に係る旅費計算及び臨時職員の給与管理等は人事課が行う。 

 （３）備品・用品の登録及び管理は、財務課が行う。 

 （４）支払証憑の確認及び支払事務は、財務課経理担当係が行う。 

 （５）資料の図書登録及び管理は、図書館課が行う。 

 （６）物品等の発注及び納品検収については、第14条に定める。 
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（物品等の発注及び納品検収） 

第14条 公的研究費により物品を購入する際の発注権限は、別記第１に定めるとおりとする。 

２ 公的研究費により物品を購入した際には、納品時の検収を別記第２に定めるとおりに行う。 

３ 最高管理責任者は、前項による納品時の検収を担当する職員を当該研究者以外の者から選

び、納品検収者として文書で任命する。通常の検収を担当する職員は教務課教育研究開発セ

ンター員とし、物品の特性により該当する専門性を有するものを任命する。 

 

（内部監査） 

第15条 公的研究費の適正な管理のために、内部監査室は学校法人神谷学園内部監査規程及び

学校法人神谷学園監事監査規則に基づき、内部監査を実施する。 

 

（規程の改廃） 

第 16条 この規程の改廃は、役職者会議の議を経て、理事会が決定する。 

 

 

 

附 則（１） 

１ この規程は、平成25年10月23日から実施する。 

 

附 則（２） 

１ この規程は、平成28年12月14日から施行する。 

 

附 則（３） 

１ この規程は、令和2年4月1日から施行する。 

 

附 則（４） 

１ この規程は、令和3年8月1日から施行する。 

 

別記第１ 

 物品の発注は教育研究支援担当係が行うが、取得価格5万円未満の場合は、研究者の立替払い

で発注することができる。 

 

別記第２ 

物品とは、備品・用品、図書、消耗品（ソフトウェア、雑誌等含む）である。購入後、

直ちに教務課教育研究支援担当の検収をうけること。検収を受けた後、「科学研究費に係

る物品購入等報告書」に検収印のある納品書あるいは請求書を添付すること。立替払いで

は領収書も添付すること。 

 

 

他機関所属の研究分担者が物品等を購入し、その所属機関に直接納品させる場合は以下 

によること。 

分担金の配分無 
研究分担者の所属機関の職員等に本学の

規則により検収を依頼する。 

分担金の配分有 
研究分担者の所属機関の規則により検収

を実施する。 

 

 

 


